
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅宿泊事業法に基づく届出書

(第 1 号様式) 

※宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の床面積は、押入れや床の間を含めず、壁

芯･水平投影面積となります。 

○一戸建て住宅の場合 

届出住宅部分の延べ床面積と同じ 

○防火対象物(16 項イ･5 項イ･5 項ロ)の場合 

防火対象物の延べ床面積と同じ 

(台所･浴室･便所･洗面所･押入れ･床の間･廊下

等)＋宿泊室等の合計面積ですが、実質的には

｢一戸建て住宅では延床面積｣、｢共同住宅は宿

泊室が存する住戸の合計床面積｣等を記入しま

す。 

住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならな

いか否については、「住宅宿泊事業届出書」の届

出先機関と事前協議し、確定させておいてくださ

い。 

・住宅宿泊事業法に基づく届出書(第 1 号様式)写し 

・３(１)届出住宅が存する防火対象物の延べ面積、届出

住宅部分等の床面積等が把握できる寸法入り図面等 

（変更）
（新規） 

消防法令適合通知書交付申請書の記載時の注意事項 

☆当該申請書は｢住宅宿泊事業届出書(第 1 号様

式)｣)の届出時にあわせて提出することとなる

｢消防法令適合通知書｣の交付申請に係る書類と

なります。 


